
 

 

地方自治法施行令等の一部を改正する政令案の概要 

 
１．改正理由 

地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号。以下「改正法」

という。）の施行に伴い、指定公金事務取扱者及び公金事務の委託に関し必要

な事項を定める等所要の規定の整備を行うため、地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）、地方

公務員等共済組合法施行令（昭和３７年政令第３５２号）及び市町村の合併の

特例に関する法律施行令（平成１７年政令第５５号）等の改正を行うもの。 

 

２．改正の概要 

 （１）地方自治法施行令の一部改正 

    改正法の施行に伴い、①に係る規定を新設するとともに、地方自治法施

行令第１５８条、第１５８条の２及び第１６５条の３を削り、②から⑤ま

でに係る規定の整備を行うこととする。 

   ① 改正法による改正後の地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下

「新地方自治法」という。）第２４３条の２第１項、第５項及び第６項

（同条第７項の規定により適用する場合を含む。）に規定する政令で定

める者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

    ⅰ 新地方自治法第２４３条の２第１項に規定する公金事務（ⅱにお

いて「公金事務」という。）を適切かつ確実に遂行することができる

財産的基礎を有すること。 

    ⅱ その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行する

ことができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する

こと。 

   ② 新地方自治法第２４３条の２の４第１項に規定する政令で定めるも

のは、次に掲げる普通地方公共団体の歳入のうち、同法第２４３条の２

第２項に規定する指定公金事務取扱者が徴収することにより、その収

入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると普通地方公共団体の長が

認めるものとする。 

ⅰ 使用料 

ⅱ 手数料 

ⅲ 賃貸料 

ⅳ 物品売払代金 

ⅴ 寄附金 

ⅵ 貸付金の元利償還金 
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    ⅶ ⅰ及びⅱに掲げる歳入に係る延滞金並びにⅲからⅵまでに掲げる

歳入に係る遅延損害金 

   ③ 指定公金事務取扱者（歳入の徴収又は歳入等（地方自治法第２３１条

の２の２に規定する歳入等をいう。以下③において同じ。）の収納に関

する事務の委託を受けた者に限る。）は、普通地方公共団体の規則の定

めるところにより、その徴収した歳入又はその収納した歳入等を、その

内容を示す計算書（当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記

録を含む。）を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機

関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなけ

ればならないこととする。 

   ④ 新地方自治法第２４３条の２の６第１項に規定する政令で定めるも

のは、地方自治法施行令第１６１条第１項第１号から第１５号までに

掲げる経費、貸付金及び同条第２項の規定によりその資金を前渡する

ことができる払戻金（当該払戻金に係る還付加算金を含む。）とする。 

   ⑤ 地方自治法施行令第１５９条の規定は、新地方自治法第２４３条の

２第１項の規定により歳出の支出に関する事務を委託した場合の精算

残金を返納させるときについて準用することとする。 

 
（２）地方公営企業法施行令の一部改正 

    改正法の施行に伴い、地方公営企業法施行令第２１条の１１を削り、

①及び②に係る規定の整備を行うこととする。 

   ① 改正法による改正後の地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２

号。②において「新地方公営企業法」という。）第３３条の２におい

て読み替えて準用する新地方自治法第２４３条の２の６第１項に規定

する政令で定めるものは、地方公営企業法施行令第２１条の５第１項

第１号から第１４号までに掲げる経費、貸付金及び同条第２項の規定

によりその資金を前渡することができる払戻金（当該払戻金に係る還

付加算金を含む。）とする。 

   ② （１）①、③及び⑤に係る地方自治法施行令の規定は、新地方公営

企業法第３３条の２において新地方自治法第２４３条の２から第２４

３条の２の６までの規定を準用する場合について準用することとす

る。 

 

（３）地方公務員等共済組合法施行令の一部改正 

改正法の施行に伴い、以下に係る規定の整備を行うこととする。 

  ・ 新地方自治法において、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１



号）第２２の２第１項第１号に掲げる職員について勤勉手当を支給で

きることとされたことに伴い、地方公務員等共済組合法施行令におけ

る当該職員に係る「期末手当等」の範囲に勤勉手当を追加することと

する。 

 

（４）市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正 

改正法の施行に伴い、以下に係る規定の整備を行うこととする。 

   ・ （１）①から⑤までに係る地方自治法施行令の規定は、合併特例区

の財務について準用することとする。 

    

※上記の改正のほか、所要の規定の整備を行う。 

 

３．根拠条文 

 ・地方自治法第２４３条、第２４３条の２、第２４３条の２の４及び第２４

３条の２の６（地方公営企業法第３３条の２において読み替えて準用する

場合を含む。） 

 ・地方公営企業法第３５条 

 ・地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第２条第１項第６号 

 ・市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第５７条 

 

４．施行期日（予定） 

公布：１月上旬 

施行：令和６年４月１日 

 

５．経過措置 

（１）地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置 

    普通地方公共団体の長は、令和８年３月３１日までの間は、なお従前の

例により、本政令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において

本政令による改正前の地方自治法施行令（（３）において「旧地方自治法

施行令」という。）第１５８条第１項、第１５８条の２第１項又は第１６

５条の３第１項の規定により現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関

する事務（以下（１）において「従前の公金事務」という。）を行わせて

いる者（新地方自治法第２４３条の２第１項の規定による指定を受けた

者を除く。）に当該従前の公金事務を行わせることができることとする。 

 

 （２）地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置 

    地方公営企業法第７条に規定する管理者は、令和８年３月３１日まで

の間は、なお従前の例により、施行日の前日において本政令による改正前



の地方公営企業法施行令第２１条の１１第１項の規定により現に公金の

支出に関する事務を行わせている者（新地方公営企業法第３３条の２に

おいて準用する新地方自治法第２４３条の２第１項の規定による指定を

受けた者を除く。）に当該公金の支出に関する事務を行わせることができ

ることとする。 

 

 （３）市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置 

    市町村の合併の特例に関する法律第２６条第１項に規定する合併特例

区の長は、令和８年３月３１日までの間は、なお従前の例により、施行日

の前日において本政令による改正前の市町村の合併の特例に関する法律

施行令第５０条第１項において準用する旧地方自治法施行令第１５８条

第１項、第１５８条の２第１項（第１号、第２号及び第５号に係る部分を

除く。）又は第１６５条の３第１項の規定により現に公金の徴収若しくは

収納又は支出に関する事務（以下（３）において「従前の公金事務」とい

う。）を行わせている者（改正法附則第１７条の規定による改正後の市町

村の合併の特例に関する法律第４７条において準用する新地方自治法第

２４３条の２第１項の規定による指定を受けた者を除く。）に当該従前の

公金事務を行わせることができることとする。 


